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事業方針 

 高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、医療・介護・福

祉・地域住民等との連携に努め、高齢者支援のためのネットワークの構築に努めます。 

 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が、それぞれの職種の特性を生かし、相互に連

携・協働しながら、情報共有・意見交換を行い、チームアプローチにより支援を行います。

また、複合的な課題については、各関連機関との連携・情報共有を行い課題解決に努めま

す。 

 

事業目標 

① 隣人愛『わたくしたちは、自らを愛するように隣人を愛し隣人に尽くすことに誇りを持

ちます』を実践し、心のこもった支援を行います。 

② 地域との連携強化のため、見守り会議・つどいの場等へ積極的に出向き、また、マキ

ノ・今津地域担当の専門職との情報交換・情報共有を密に行うことで、要援護高齢者の

把握に努めるとともに、自治会・民生委員・民間事業所・介護サービス事業者等と共に

支援が行なえるネットワークづくりを行います。また、住民主体等で開催される会議に

出席し、顔の見える関係づくり、つながり続けられる関係づくりに努めます。 

③ 総合相談においては、相談受付後は早期対応に努めます。３職種で情報共有、協議検討 

を行い、各制度や分野の専門機関、関係機関に対して積極的に連携を求め、必要に応じ

情報共有会議・地域ケア個別会議を開催し課題解決に向けて取り組みます。 

④ 高齢者虐待の通報を受けた場合は、速やかに基幹型包括に報告し、緊急判断会議・コア   

メンバー会議に出席します。会議の結果を再度 3職種間で共有することで役割分担を明  

確化し、適切な対応を継続的に行います。 

⑤ 成年後見制度の利用が必要となった場合、サポートセンターや基幹型包括のアドバイス

を受けながら、親族での申し立てができるよう支援を行います。 

 

実施する事業 

（１）包括的支援事業 

  ア 総合相談支援事業 

    高齢者への訪問、近隣住民からの情報収集により、地域の高齢者の心身の状況や家

庭環境等についての実態把握を行うことで、地域に潜在する問題やニーズを早期発

見し対応できるように取り組みます。必要時は基幹型包括とも連携し、市関係部

署・医療機関・警察・介護サービス事業者・その他地域の関連機関と連携を図り継

続的に支援できるよう取り組みます。 

    さらに３職種で継続的な見守りを行い、更なる問題発生を防止するためにも情報共

有を徹底します。 

  イ 権利擁護事業 

    高齢者虐待の通報を受けた場合には、速やかに基幹型包括に報告し、連携を密にし

ながら役割分担により適切な対応を継続的に行います。 

    認知症等により判断能力低下がみられる場合、地域福祉権利擁護事業や成年後見制

活用度への支援を行います。成年後見制度の利用が必要な場合、親族に制度説明を

十分に行い申立が行なえるよう支援していきます。 

    消費者被害の防止を図るためにも、消費者センター及び警察等と情報共有するとと

もに地域住民や民生委員などに情報提供を行い再発防止に努めます。 

資料６ 



 ウ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

  介護支援専門員からの個別相談に応じる事等により、介護支援専門員が抱える課題 

把握することに努め、支援困難事例において課題解決に対処できるよう 3職種によ 

る専門的観点からサポートを実施し、必要応じて地域ケア個別会議を実施しケアマネ 

ジメント力向上への支援をサポートします。介護支援専門員が包括的・継続的ケアマ 

ネジメントを実施することが出来るよう多職種による連携の場の整備や地域全体での 

連携体制づくりなど環境整備を行います。 

 エ 地域ケア会議に関すること 

   複合的な課題を抱えているケースについて、各制度や分野の専門機関、関係機関に対

して積極的に連携を求め、必要に応じ情報共有会議・地域ケア個別会議を開催し課題

解決に向けて取り組みます。 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業 

  ア 介護予防ケアマネジメント業務（第１号介護予防支援事業） 

    要支援者および介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対し、要介護状態になる

ことの予防または要支援状態の軽減、悪化防止のため、適切なサービス事業が提供

されるよう必要な援助を行います。 

  イ 一般介護予防事業（介護予防把握事業） 

    要支援・要介護状態に陥る可能性の高い高齢者の早期把握に努め、介護予防活動が

必要と思われる高齢者に基本チェックリストを行い、一般介護予防事業につなぎま

す。また、介護保険サービスを利用していない要支援認定者に対し、訪問等を行い

適切なサービス利用につなぎます。 

（３）住宅改修理由書作成および福祉用具購入支援 

    担当介護支援専門員がいない要支援・要介護認定者に対し、住宅改修および福祉用

具購入の支援を行います。 

（４）各種会議への出席 

    市や関係機関・地域住民主体等で開催される会議に出席し、顔の見える関係づく

り、つながり続けられる関係づくりに努め、地域包括支援センターの資質向上を図

ります。 

（５）各種研修会への参加 

    地域包括支援センター職員としての資質向上を図るための研修会に積極的に参加し

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


